
204-衆-厚生労働委員会-12 号 令和 3 年 4 月 16 日 

 

○山井委員 三十分間質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。この高齢者の二割負担の法案の問

題、また、それに関連して、本当に今、大阪が大変な危機に瀕しております。これは一言で言うと災害レベルで

す。与野党を超えてこの危機を乗り切って、もちろん大阪だけではありませんけれども、現時点での大阪が本当

にこれからの東京であり、全国に広がっていくこの変異株は本当に恐ろしいわけです。ここは厚生労働省にもリ

ーダーシップを取っていただいて、与野党力を合わせて取り組んでいかねばと思います。 

 法案のことやそのコロナ対策のことを質問をさせていただきます。 

 まず一つは、財政制度審議会が介護保険も原則二割をという提言をいたしました。つまり、今議論している七

十五歳以上の高齢者二割の議論というのは、当然介護にも跳ねるわけですね。気がついてみれば、入口は年収二

百万円以上と言っているけれども、気がつけば介護も医療も原則二割負担以上ということになり得るという本当

に深刻な事態だと思います。 

 そこで、田村大臣に最初にお伺いしたいんですが、今、政府・与党としては、年収上限二百万円以上ということ

を考えておられるようです。もちろんこれは法案には入っておりません。制度がスタートするまでにもう一度何

らかの議論をして、制度を開始するときに年収二百万円以上というのを下げる場合、これは国会審議は必要にな

るんでしょうか。田村大臣、いかがですか。 

○田村国務大臣 下げる場合というのは、負担割合を下げる場合ですか。（山井委員「負担上限、年収の」と呼ぶ）

年収上限を下げる場合。 

 年収上限を下げる場合、これは、前回もこの委員会で御説明させていただいたと思いますが、要するに、負担割

合などの基本事項、これは法律ということでございますから法律事項として書いてありますけれども、今言われ

ました金額、具体的な基準に関しましては、これは政令で定めるということになっております。 

 ただし、とはいいながら、当然のごとく、社会保障制度審議会の下においてこれは御議論をいただくことでご

ざいますので、そこでしっかり御議論をいただいて、その上で最終的にどうするかということになろうと思いま

すが、いずれにいたしましても、たてつけはそうなっております。 

 ただ、今これは御議論をいただいている最中でございます。法もまだ施行されておりません。当然のごとく成

立もしていないわけでございますので、我々としては、今提案させていただいているものを、これを成立もして

いない時点で、変えるなどというようなことは全くもって予断を持って考えていないということであります。 

○山井委員 驚きました。年収二百万円以上とおっしゃっているけれども、結局それも今大臣がおっしゃったよ

うにたてつけであって、今後また議論すれば、法改正も法案審議もなく年収百万円以上から導入するということ

が可能になってくるわけですね。 

 結局、この年収二百万円以上というのが国民や野党からすると何の歯止めにもならないということで、これは

本当に恐ろしい話だと思います。大阪を始めとする全国でコロナの方々が亡くなられ、そして医療従事者が死に

物狂いで戦っているときに、そういう法案を強行するということは私はあり得ないと思います。 

 これは前回の続きですが、前回田村大臣は、一応原則一割で、二割でも可能だ、そういう法案だから、全員が二

割にすることはできないんだ、全員二割にするには法改正が必要なんだということをおっしゃいました。 

 では、今回の法律のままで七十五歳以上の高齢者の九割を二割負担にするということは、法律改正がなくてで

きますでしょうか、いかがですか。 

○田村国務大臣 一割、二割、三割という形で法律に書いてあります。二割、三割のそのそれぞれの収入に対して

どれぐらいの基準なのかというのは、それは政令で定めるということでありますから、一割、二割、三割というも

のを変えるのであれば法律改正が必要であります。 

 三割をどれぐらい増やすのか減らすのか、二割をどれぐらい増やすのか減らすのかということに関しましては、

これに関しては政令で、もちろん、先ほど来申し上げております、審議会でしっかり御議論をいただいて国民的

な御理解をいただく中において、それは政令で定めるとなっておりますから、改正することは可能であるという

ふうに考えております。 



○山井委員 これも非常に残念な答弁です。やはりこの法案は危険です。 

 私たちも、何が何でも未来永劫二割反対ということではなくて、これは議論を今後、財政のこともありますか

ら、せねばと思います。しかし、このコロナ禍でやることに、強行することに関しては問題だと思っております

し、同時に、これは国民の皆さんも思っておられるかもしれませんが、ああ、年収二百万円以上か、まあ、その人

らはしようがないなと思っている人もおられると思います。しかし、法律にはそんなことは全く書いてない。今

おっしゃったように、この法律が通ったら、財政制度審議会が介護保険は原則二割と言ったように、これはもう

近いうちに財政審は七十五歳以上の高齢者も原則二割か三割と言ってくる可能性がありますよ。 

 これは政府・与党の皆さんにも申し上げたいですけれども、法律で歯止めをかけないとこれは大変なことにな

ります。私も、長妻厚労大臣の下、民主党政権で政務官をさせていただきましたけれども、財務省は財務省なりに

財政のことは考えてくださっています。そことやはり闘いながら議論するわけで、これは、今後、財政が厳しいか

ら原則二割か三割にしますと言ったときに、厚労省、闘えますか。 

 私は、与野党を超えた医療、介護、障害者福祉を大切にする議員の思いも含めて、やはり弱い立場の方々を守っ

ていこうとすれば、こういう何の歯止めもない、それは与党・政府が賛成だったら法案は通る可能性が高いとは

いえ、やはり野党なり国民の声でしっかりと議論していかないと、最初は二百万円以上と言っていたけれども、

気がつけばどんどんどんどん広がっていったねと。後ほど質問もあると思いますが、気がつけば、必要な医療を

受けられない方がどんどん医療も介護も増えていってということに、この法律はその突破口になると思います。

また後ほど法案の議論はしたいと思います。 

 そのことにも関連して、今日の配付資料の中で、ちょっと急にワクチンの話に移って恐縮ですけれども、これ

も切実な問題で、私の地元でも障害者施設でコロナのクラスターが発生をしまして、本当に、障害のある施設の

方々、また御家族、職員の方々が、クラスターが発生したらもう大変なことになります。そういう事態が、もちろ

ん私の地元だけでなく全国で起こりました。 

 そこで、この配付資料の中に、ワクチンの優先接種を是非とも障害者の方々も高齢者と同様に優先接種にして

ほしいと、この四ページですね、私の地元の宇治市障害者施設保護者連絡会が宇治市長に要望書も出しておりま

すし、また、公明党代表、山口代表もそういうふうな要望をされておられます。これは与野党を超えて思いは一緒

だと思います。 

 そこで、障害者総合支援法に基づく全ての事業の利用者と支援者をワクチンの優先接種対象に加えていただき

たい。 

 田村大臣、これはもう釈迦に説法ですけれども、障害のある方々もやはり重症化リスク、致死リスクは高いん

ですよね。ただでさえ御家族の方々、職員の方々は懸命に障害者の方々を支えるために頑張っておられるんです。

そこにこのコロナという災害が来た。障害者福祉の処遇改善は高齢者福祉、介護保険の処遇改善とセット。何で

も高齢者と障害はセットじゃないですか、慰労金も。なぜこのワクチン接種だけ障害者を優先接種から外してい

るんですか。是非ともこの要望、前向きな答弁をいただきたいと思います。田村大臣、いかがですか。 

○田村国務大臣 高齢者の方々は重症化リスクが高いということで優先接種、それから、基礎疾患を持っている

方々も、これはリスクが高いということで優先接種であります。その中で、もちろん基礎疾患の中にはいろいろ

あるわけで、慢性の呼吸疾患でありますとか、高血圧でありますとか、心疾患でありますとか、腎臓疾患でありま

すとか、あるわけであります。 

 一方で、障害を持たれておられる方々に関しても、重度の精神疾患でありますとか、また知的障害をあられる

方々に関しては、これは優先接種の対象になっております。それから、当然のごとく、障害のあられる方々の中で

高齢の方は、これは優先接種ということでございますから、そのリスクに応じて優先接種とさせていただいてお

ります。 

○山井委員 この要望にありますように、是非とも全ての障害者総合支援法に基づく事業の利用者を優先接種に

加えてほしいと思いますが、今の答弁によると、重度の方は優先接種ということは、例えば障害一級の方は、じ

ゃ、ワクチン接種の高齢者と同様の優先接種の対象になるということですか、田村大臣。 

○田村国務大臣 重症度のあられる精神疾患また知的障害の方々は、この方々は優先接種になられるということ



であります。 

○山井委員 誰がどうやって判断するのか。それで、これは命に関わることですから非常に深刻な話です。 

 そうしたら、これは分かりやすい何か客観的な指標が必要だと思うんですけれども、例えば、私は障害者一級

の方も二級の方も優先接種すべきだという立場でありますけれども、もし田村大臣が重症の方はとおっしゃるの

であれば、障害者手帳一級の方だったら優先接種ということになるんですか、高齢者と同様に。 

○田村国務大臣 精神疾患をお持ちの方々ですと、精神疾患の治療のために入院している、又は精神障害者保健

福祉手帳を所持している、さらには自立支援医療で重度かつ継続に該当する場合ということであります。 

 知的障害の方々に関しては、療育手帳を所持している場合という形であります。 

○山井委員 このことに関しては与野党も思いは同じだと思いますので、是非幅広く、全員が優先接種対象にな

るように、これも引き続き要望させていただきたいと思います。 

 それで、大阪の話になりますが、昨日、千二百九人、一月八日のときは六百五十四人、この配付資料を見てもら

っても分かりますように、配付資料の七ページ目ですが、これはもう第三波に比べて第四波は二倍なんですね。 

 田村大臣、これはもう難しい理屈抜きで、二倍山が大きくなっているのに第三波より緩い蔓延防止措置ではど

う考えても無理だと思います。 

 大阪府のコロナ対策本部では、重症病床は逼迫という状況を超え、ほぼ満床となり、重症医療は危機に瀕して

いる。それで、中等度の方々の受入れをされている十三市民病院の病院長さんは、五人重症になったけれども転

院先が見つからない、このままでは、どこのホテルにも病院にも入れなくて、自宅で亡くなる方が増えてくる。ま

た、今朝のインタビューの記事によりますと、大阪府の健康医療部長さんは、これは災害レベルの緊急事態だ、大

阪がこれまで直面してきた最大の厳しい局面だ。そして、大阪府の見通しでは、五月四日に四百二十七人の重症

者の見通し。今、二百数十しか重症化のベッドはないんですよね。これに対して専門家の方々は、これでも甘過ぎ

るのではないかと。 

 これはもう医療崩壊が起こっているんです。おっしゃっているじゃないですか、大阪府の健康医療部長さんが

災害のレベルだと。災害のレベル。第三波より深刻だ。尾身会長もそうおっしゃっていました。にもかかわらず、

田村大臣、これはおかしいですよね、みんなが第三波より深刻と、医療現場の方も責任者の大阪府の部長さんも

尾身会長もおっしゃっているのに、なぜ一月より緩い蔓延防止措置のままなんですか。 

 これは本当に人の命が懸かっている質問だからさせていただいているんです。田村大臣、すぐに大阪は緊急事

態宣言、来週と言わずに今検討すべきだと思いませんか。 

○田村国務大臣 尾身先生も水曜日におっしゃっておられたと思いますが、何をするのか、これが大変重要なこ

とであります。それで、緊急事態宣言を出さなければやれないというのであるならば、それは出すべきである、こ

れが尾身先生のお言葉であられました。 

 専門家の方々のいろいろな御意見を賜りながら、我々は最終的に内閣で判断をさせていただきたいと思います

が、緊急事態宣言を出す出さないにかかわらず、医療が非常に逼迫しておられる、これはもう確かなことであり

まして、政府が関わるいろいろな医療機関があります、各省で。こういうものに対しても病床を確保するように、

今政府を挙げて動いているわけでありますし、厚生労働省は既に、公的医療機関、こういうものに対してもお声

がけをさせていただきまして、重症病床それから中等症病床の確保等々を始め出しております。実際問題、もう

確保をし出してきております。 

 更に申し上げれば、看護師の方々、これは、まさにコロナ病床等々、病院等々を持っておられる中においてそれ

に対応していかなきゃなりませんので、当然マンパワーが要りますから、これに関しても、各地域等々の看護師

の皆様方にお力をおかしをいただきたいということで調整に入り出しております。 

 様々なことをやらせていただく中において、病床に関して申し上げますと、これはもう緊急事態が出ようが出

まいが病床は確保しなきゃなりませんから、厚生労働省にとってみれば、言われるとおり、命に関わる、健康に関

わる問題でございますので、これに対しては最大限の今協力、支援をさせていただいて、この大阪の感染拡大に

対応しようということで我々も努力をさせていただいております。 

 いずれにいたしましても、感染拡大、蔓延防止の効果がそろそろ出る時期ではないかというようなことを尾身



先生もおっしゃっておられました。それがどういう状況なのか、我々としてはよく注視していかなきゃなりませ

んが、いずれにしても、重症者は遅行指数なんですね。重症者の方々は後から、仮に新規感染者が減り出しても重

症者は伸びるという傾向がありますから、我々はそういうことを学んでおりますので、重症化病床も含めてしっ

かり確保すべく大阪と協力してまいりたいというふうに思っております。 

○山井委員 これは怠慢だと私は思います。議論している一員というよりも、田村大臣は日本の医療の責任者。

大阪府の上の日本の医療、大阪府の医療、その責任者じゃないですか。あなたは検討する方というより決断する

方なんです。民間の人もみんな頑張っていますよ。政治家しかできないのは決断なんです。 

 私は何でこれを言わざるを得ないかというと、もう田村大臣も御存じでしょう。三週間延々この議論をしてい

るんじゃないですか。蔓延防止、緊急事態宣言、それが問題じゃなくて、やることが問題、やることがポイントな

んだ。三週間その答弁を聞きましたよ。その間にどんどん悪化して人が死んでいるじゃないですか。私の知り合

いの方々でも亡くなった方がおられます。今おっしゃったじゃないですか。結局、感染者の伸びが止まっても、重

症者はそれから遅れて増えていくんですよ。今から緊急事態宣言でも遅いぐらいです。 

 田村大臣、一つこれはお願いなんです。大阪がこれは災害だとおっしゃっているんです。全国に声をかけて、大

阪の医療を救うために、もう重症病床はあふれているんです。ベッドはあっても、今おっしゃったように人手が

足りないんです。全国の医療従事者、何とか田村大臣のお声がけ、リーダーシップで、大阪のこの医療危機を救う

ために要請をしていただけませんか。お願いいたします。 

○田村国務大臣 緊急事態宣言が出る出ないにかかわらず医療の状況というのは大変なんです。だから、さっき

から私は申し上げて、お声がけを各医療機関にさせていただいて、協力をしていただきたいということ。そして、

政府がそれぞれ関わっているような医療機関がありますから、そこも大阪に対して病床をしっかり確保する。 

 今、山井委員がおっしゃられたとおりのことを、今、我々は最大限努力をさせていただいております。大きな声

を荒げていただかなくてもよく分かっておりますので、しっかりと対応してまいりたいというふうに思っており

ます。 

○山井委員 分かっていないから言っているんじゃないですか。私は、与党、野党、こんなことは関係ないと思い

ますよ。人の命がどんどん失われているんですから。 

 ちらっと聞いた話ですけれども、大阪府は政府に緊急事態宣言の発出の要請を内々にしたけれども、政府が非

常に慎重だというような話も、未確認情報ですけれども聞いたことはあります。これは本当に重要なことだから

私は言っているんです。訪米のこととかオリンピックに鑑みて、まさか、大阪のみには関わりませんけれども、政

府が緊急事態宣言は出さないように出さないようにというようなことにもしなっているとしたら、これは人命軽

視です。 

 そういうことに関して、田村大臣、緊急事態宣言、来週にも大阪は検討するかもしれませんけれども、私は遅過

ぎると思います。これで人命が失われたときには、大臣も今の政府も責任を問われると思います。そうなってほ

しくないんです。緊急に大阪に緊急事態宣言を出すべきだと思いますが、いかがですか、田村大臣。 

○田村国務大臣 ですから、我々は、専門家の皆様方の御意見もいただきながら、もちろん大阪の御意見もいた

だきますが、最終的には判断を政府でいたしますが、緊急事態宣言を出しても病床は増えないですよね。出よう

が出まいが我々は病床を確保しなきゃいけないんです。そして同時に、医療人材、そういう方々を何とか各地域

からお助けをいただかなきゃならない。じゃないと、緊急事態宣言を出したら病床が増えて重症者が助かるとい

う話ではないので。 

 だから、緊急事態宣言を出そうが出すまいが、今最大の努力をさせていただきながら、何とか大阪で感染者の

方々、特に重症の方々の命を守るために、その体制を府と国と、また場合によっては近隣のいろいろな府県も含

めて協力をするべく努力をさせていただいておるということでございますから、また野党の皆様方にもよろしく

お力添えのほどをお願いいたしたいと思います。 

○山井委員 いや、もう全く説得力がない。緊急事態宣言を出した一月、二月より厳しいのに、いまだになぜか緊

急事態宣言を出さない。これはどう考えてもおかしい。これは怠慢です、怠慢です。人災です。これは私は初めて

言っているんじゃないですよ、この三週間、一か月ずっと田村大臣に言い続けているじゃないですか。 



 先ほどの大阪府の調査でも、五月四日には四百二十七人の重症という見通しが出ているんですよ。まさか重症

者は減ると思っておられるんですか、厚生労働省は。これは五月で緊急事態宣言や蔓延防止措置も終わらないか

もしれませんよ。 

 幾ら大阪が災害だと言って苦しんでいても緊急事態宣言を出さないというんだったら、それはそれで、緊急事

態じゃないという田村大臣や政府の認識、多くの国民や私たちの認識とは大きく違います。私たちは災害だと思

っています。 

 大阪の友達から言われましたよ。緊急事態宣言が出ないということは、まだまだそれほど緊急じゃないんです

ね、何か蔓延防止は余り効果ありませんね、みんなそう言っていますよ。それはそうじゃないですか。緊急事態、

これほど出してくれと言っているのに、緊急事態じゃないから出さなくていいというんだから。 

 このことに関しては私は政争の具にする気は全くありませんけれども、本当に大阪を始めとして人命が懸かっ

ているから必死に言っているんです。 

 それに関連して、田村大臣も子どもの貧困議員連盟の会長をしてくださっています。今、このコロナで経済的

なことを考えると、一番被害を受けているのはお子さんたちでもあるんです。進学断念、進路変更、悲惨なことに

なっています。 

 ついては、少し話は変わりますが、今日の配付資料の中に、私の尊敬する子どもの貧困対策センターの小河さ

んが先日「論座」に論文を発表しました。「ふたり親世帯に初めてさした政治の光～歴史的な貧困対策成立。早急

に給付を」と。与党、野党、議員も頑張ったというふうに書いてくださっておりますが、今、子供庁あるいは子供

家庭庁の議論の中で、小河さんは一つの提案をされております。それは、子供庁、子供家庭庁という箱の話もいい

けれども、児童手当を、低所得者を引き上げ、加算して、かつ、低所得者は高三まで引き上げてほしい、そういう

具体的な提案を十五ページ真ん中にされておられます。 

 この提案を分かりやすく整理をさせていただきますと、十六ページになります。今までの児童手当を、約三十

八万円以下、児童扶養手当の部分支給とかを受けられている方々のレベルと住民税非課税のレベルで引き上げて

いく、一万円、二万円。そしてまた、高校生もそういうことを、この児童手当というものを引き上げていく、低所

得者に関しては出すということなんです。 

 私も粗い試算をさせていただきましたら、正直言いまして、これはお金は幾らかかるんだと思われる方もいる

と思うので、七千億ぐらいじゃないかなというような、そういう試算になるわけですけれども、子ども貧困議連

の会長でもありますし、また、二人親家庭も含めた給付金を御決断いただいた一人が田村大臣ではないかと思い

ます。これは与野党を超えて、子供庁、子供家庭庁の議論と並行してこういうことをしないと、子供の貧困率は下

がらないどころか、このコロナで子供の貧困率が非常に上がっているんです。 

 このような児童手当の加算と高校世代への延長給付について、是非とも田村大臣から前向きな答弁をいただき

たいと思います。 

○田村国務大臣 子供庁の議論でありますけれども、これは自民党の国会議員の有志の勉強会の方から御提案を

いただいておるということで、私もこの御議論を進めていただいているというふうに認識いたしております。 

 児童手当の話がありました。これは、子供の貧困対策に関する大綱に基づき、子供の貧困に対して、家庭のみの

責任にせずにしっかりとやっていかなきゃならないということでありますが、児童手当に関しては、申し訳あり

ませんが、これは内閣府の所管でございますので、内閣府の方でいろいろと御議論をいただいているというふう

に思いますが、いずれにいたしましても、縦割りというような形にならないように、我々も子供の貧困問題に関

してはしっかりと取り組んでまいりたいと思いますし、そのような中で、今般のお子さんのおられる低所得者の

家庭に対する給付金という形の対応をさせていただいたわけでございますので、これからも我々は子供の貧困対

策にはしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○山井委員 与野党協力し、こういうことはしていきたいと思いますが、コロナの感染拡大防止とともに、残念

ながら、コロナの感染拡大が長引きますと、経済的に苦しむ方が非常に出てきています。ですから、私たちも議員

立法で提案していますが、二回目の持続化給付金や三千万人の方々への十万円の特別給付金、また、こういう児

童手当の加算や引上げ、こういうことについても与野党協力してやっていきたいと思います。 



 ありがとうございました。 


